
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
記録媒体に対し画像情報の記録及び再生を行う画像記録再生装置であって、
前記記録媒体に格納された画像情報を再生する再生手段と、
ユーザのスキップキーの押下によって、前記再生手段による前記画像情報の再生を第１所
定時間分だけスキップさせた上で再び前記画像情報を再生する第１スキップ手段と、
ユーザのスキップキーの押下が一定時間内に２度以上あるとき、前記再生手段の再生を、
１度目の押下に応じて前記第１所定時間分だけスキップさせ、 に応じて前記
第１所定時間分より長い で再び前記画像情報を再生す
る第２スキップ手段とを具備することを特徴とする画像記録再生装置。
【請求項２】
前記第１所定時間は前記第２所定時間よりも１秒以上５秒以内だけ短いことを特徴とする
請求項１に記載される画像記録再生装置。
【請求項３】
記録媒体に対し画像情報の記録及び再生を行う画像記録再生装置であって、
前記記録媒体に格納された画像情報を再生する再生手段と、
ユーザのスキップキーの押下によって、前記再生手段による前記画像情報の再生を、１５
秒の所定倍数よりも１秒以上５秒以内だけ短い第１所定時間分だけスキップさせた上で再
び前記画像情報を再生する第１スキップ手段と、
ユーザのスキップキーの押下が一定時間内に２度以上あるとき、前記再生手段の再生を、
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１度目の押下に応じて前記第１所定時間分だけスキップさせ、 に応じて１５
秒の所定倍数である で再び前記画像情報を再生する第
２スキップ手段とを具備することを特徴とする画像記録再生装置。
【請求項４】
記録媒体に対し画像情報の記録及び再生を行う画像記録再生装置であって、
前記記録媒体に格納された画像情報を再生する再生手段と、
ユーザのスキップキーの押下によって、前記再生手段による前記画像情報の再生を、２５
秒以上２９秒以内である所定時間分だけスキップさせた上で再び前記画像情報を再生する
第１スキップ手段と、
ユーザのスキップキーの押下が一定時間内に２度以上あるとき、前記再生手段の再生を、
１度目の押下に応じて前記所定時間分だけスキップさせ、 に応じて３０秒分
の 再び前記画像情報を再生する第２スキップ手段とを具備すること
を特徴とする画像記録再生装置。
【請求項５】
記録媒体に対し画像情報の記録及び再生を行う画像記録再生装置であって、
前記記録媒体に格納された画像情報を再生する再生手段と、
ユーザのスキップキーの押下によって、前記再生手段による前記画像情報の再生を第１所
定時間分だけスキップさせた上で再び前記画像情報を再生する第１スキップ手段と、
ユーザのスキップキーの押下が一定時間内に２度以上あるとき、前記再生手段の再生を、
１度目の押下に応じて前記第１所定時間分だけスキップさせ、 が１度目の押
下に応じたスキップが完了していないときは前記第１所定時間分より長い

させ、 が１度目の押下に応じたスキップが完了後にあったときは
前記第１所定時間分より長く第２所定時間分より短い第３所定時間分をスキップさせた上
で再び前記画像情報を再生する第２スキップ手段と、
を具備することを特徴とする画像記録再生装置。
【請求項６】
記録媒体に対し画像情報の記録及び再生を行う画像記録再生装置であって、
前記記録媒体に格納された画像情報を再生する再生手段と、
ユーザの入力に応じて第１所定時間と前記第１所定時間より長い第２所定時間を設定する
設定手段と、
ユーザのスキップキーの押下によって、前記再生手段による前記画像情報の再生を前記設
定手段で設定された前記第１所定時間分だけスキップさせた上で再び前記画像情報を再生
する第１スキップ手段と、
ユーザのスキップキーの押下が一定時間内に２度以上あるとき、前記再生手段の再生を、
１度目の押下に応じて前記第１所定時間分だけスキップさせ、 に応じて前記
設定手段により設定された させた上で再び前記画像情報を再生
する第２スキップ手段とを具備することを特徴とする画像記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、光ディスクのように装置に対して着脱可能な記録媒体と、ハードディスクの
ように装置に内蔵された記録媒体とを、同時に取り扱うことが可能な画像記録再生装置の
スキップ機能の改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
周知のように、近時では、例えばＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓ
ｃ）－ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＤＶＤ－ＲＷ（Ｒｅ　Ｗ
ｒｉｔａｂｌｅ）等の光ディスクのように、装置に対して着脱自在な記録媒体と、ハード
ディスクのように装置に内蔵され、記録再生速度が高速で大容量の記録媒体とを、同時に
取り扱うことを可能とした画像記録再生装置が開発されている。
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【０００３】
そして、この種の画像記録再生装置は、光ディスクの持つ利点とハードディスクの持つ利
点とを有機的に融合させることにより、従来の記録再生装置では到底実現することができ
なかった種々の新しい機能をユーザに提供することができる可能性を内在していることか
ら、現在では、より一層便利でしかも不都合の生じないように、細部に渡って改良を施す
ことが強く要求されている。
【０００４】
例えば、記録媒体にテレビ番組等を記録しこれを再生する際に、このテレビ番組等の映像
に含まれるコマーシャル部分を、再生の際に一つのスキップキー操作でスキップして再生
するというスキップ機能が、例えば、ＶＴＲ（ヴィデオテープレコーダ）などで一般的に
用いられている。コマーシャルに要する時間が、一般に１５秒単位や３０秒単位であるこ
とを利用した機能であり、例えば、９０秒のコマーシャル時間をスキップするには、スキ
ップキーを三度押下することで、３０秒の３倍の９０秒のスキップを行うことにより、容
易なスキップキー操作により映画などをコマーシャル等により中断することなく視聴する
ことが可能となる。
【０００５】
しかしながら、一般にテレビ番組の再生中にコマーシャルが入った場合に、ユーザがコマ
ーシャルに入ったことに気づいてこのスキップ機能のスキップキー操作を行うと、数秒の
操作遅れが生じてしまうことが多い。この結果、スキップ後のテレビ番組の再生されるタ
イミングは、数秒の遅れが生じるという問題がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
そこでこの発明は上記事情を考慮してなされたもので、装置に対して着脱自在な記録媒体
と装置に内蔵された大容量記録媒体とを同時に取り扱うことを可能とする装置において、
映像再生の際のコマーシャルのスキップ機能について、特に１回目のスキップ時間をユー
ザの操作遅れ時間を差し引いた時間でスキップを行う機能を有する画像記録再生装置を提
供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】

記録媒体に対し画像情報の記録及び再生を行う画像記
録再生装置であって、前記記録媒体に格納された画像情報を再生する再生手段と、ユーザ
のスキップキーの押下によって、前記再生手段による前記画像情報の再生を第１所定時間
分だけスキップさせた上で再び前記画像情報を再生する第１スキップ手段と、ユーザのス
キップキーの押下が一定時間内に２度以上あるとき、前記再生手段の再生を、１度目の押
下に応じて前記第１所定時間分だけスキップさせ、 に応じて前記第１所定時
間分より長い で再び前記画像情報を再生する第２スキ
ップ手段とを具備することを特徴とする画像記録再生装置である。
【０００８】
上記の様な構造により本発明は、スキップ機能のための１度目のスキップキー押下の操作
では、ユーザがコマーシャルに入ったことを認識するまでの時間や、リモコンを手に取る
までの時間を考慮した第１所定時間とし、 スキップキー押下の操作では、このよ
うな時間を含めない第２所定時間とするものである。これにより、例えば、３０秒のコマ
ーシャルに対しては２５秒のスキップを行い、６０秒のコマーシャルに対する２回の押下
では、２５秒＋３０秒の５５秒のスキップを行うことで、ユーザの操作の遅れ時間をも考
慮したスキップ処理を行う。これにより、従来装置にありがちであった、本編が再開して
一定時間経過した時点にスキップしてしまうという不具合を回避することが可能となる。
【０００９】
又本発明は、記録媒体に対し画像情報の記録及び再生を行う画像記録再生装置であって、
前記記録媒体に格納された画像情報を再生する再生手段と、ユーザのスキップキーの押下
によって、前記再生手段による前記画像情報の再生を第１所定時間分だけスキップさせた
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上で再び前記画像情報を再生する第１スキップ手段と、ユーザのスキップキーの押下が一
定時間内に２度以上あるとき、前記再生手段の再生を、１度目の押下に応じて前記第１所
定時間分だけスキップさせ、 押下が１度目の押下に応じたスキップが完了してい
ないときは前記第１所定時間分より長い 、２度目以降の押
下が１度目の押下に応じたスキップが完了後にあったときは前記第１所定時間分より長く
第２所定時間分より短い第３所定時間分をスキップさせた上で再び前記画像情報を再生す
る第２スキップ手段とを具備することを特徴とする画像記録再生装置である。
【００１０】
上記の様な構造により本発明は、上述したように一回目のスキップのスキップ時間にユー
ザの操作の遅れ分を考慮することにより、従来あったコマーシャルが終了し本編が再開し
て小時間が経過した時点へスキップしてしまうという不具合を解消するものであるが、併
せて、１回目のスキップキー押下のやや後に スキップキー押下をした際に、この
２回目の押下が１回目のスキップキー押下に応じてスキップ処理が完了して再生が始まっ
た後となった場合を想定している。この場合は、１回目のスキップ後の小時間の再生を考
慮しないとやはりスキップしすぎる状況が発生するため、例えば正規の３０秒ではなく、
２８秒とか２９秒などのスキップ時間の調節（すなわち第３所定時間）を行うものである
。この第３所定時間は、第１所定時間の程には時間は短縮されていないことが特徴である
。
【００１１】
又本発明は、記録媒体に対し画像情報の記録及び再生を行う画像記録再生装置であって、
前記記録媒体に格納された画像情報を再生する再生手段と、ユーザの入力に応じて第１所
定時間と前記第１所定時間より長い第２所定時間を設定する設定手段と、ユーザのスキッ
プキーの押下によって、前記再生手段による前記画像情報の再生を前記設定手段で設定さ
れた前記第１所定時間分だけスキップさせた上で再び前記画像情報を再生する第１スキッ
プ手段と、ユーザのスキップキーの押下が一定時間内に２度以上あるとき、前記再生手段
の再生を、１度目の押下に応じて前記第１所定時間分だけスキップさせ、 押下に
応じて前記設定手段により設定された させた上で再び前記画像
情報を再生する第２スキップ手段とを具備することを特徴とする画像記録再生装置である
。
【００１２】
上記した構造により本発明は、スキップ処理のための二つの所定時間、つまりユーザの操
作の遅延時間を考慮した第１所定時間とこの遅延時間を考慮しない第２所定時間を、ユー
ザがリモコン等から設定することができるようにするものである。こうすることで、ユー
ザの個人差を反映させたスキップ時間を設定することにより、個人差を考慮した適切なス
キップ処理の実現を可能とする画像記録再生装置を提供することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は本発明に
係る画像記録再生装置の一実施の形態の概略的な構成を示している。
【００１４】
［画像記録再生装置の構成］
すなわち、この画像記録再生装置は、ＤＶＤ－ＲＡＭやＤＶＤ－ＲＷ等のような光ディス
ク１１を回転駆動し、この光ディスク１１に対して情報の書き込み及び読み取りを実行す
ることのできるディスクドライブ１２と、図示しないハードディスクを回転駆動し、この
ハードディスクに対して情報の書き込み及び読み取りを実行することのできるＨＤＤ（Ｈ
ａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）部１３と、記録側を構成するエンコーダ部１４と、再生
側を構成するデコーダ部１５と、装置本体の動作を統括的に制御するマイクロコンピュー
タブロック１６とを、主たる構成要素としている。
【００１５】
そして、エンコーダ部１４は、ＡＤＣ（Ａｎａｌｏｇ　ｔｏ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖ
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ｅｒｔｅｒ）１４ａと、Ｖ（Ｖｉｄｅｏ）エンコーダ，Ａ（Ａｕｄｉｏ）エンコーダ及び
ＳＰ（Ｓｕｂ‐Ｐｉｃｔｕｒｅ）エンコーダを含むエンコーダ群１４ｂと、このエンコー
ダ群１４ｂの各エンコーダの出力を所定のフォーマットに変換するフォーマッタ１４ｃと
、このフォーマッタ１４ｃの作業用に使用されるバッファメモリ１４ｄとを備えている。
【００１６】
このうち、ＡＤＣ１４ａには、Ａ／Ｖ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｄｅｏ）入力部１７からの外部
アナログ画像信号＋外部アナログ音声信号、あるいは、ＴＶ（Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）チ
ューナ１８からのアナログ画像信号＋アナログ音声信号が入力されている。
【００１７】
ＡＤＣ１４ａは、入力されたアナログ画像信号を、例えばサンプリング周波数１３．５Ｍ
Ｈｚ、量子化ビット数８ビットでデジタル化する。すなわち、輝度成分Ｙ、色差成分Ｃｒ
（またはＹ－Ｒ）及び色差成分Ｃｂ（またはＹ－Ｂ）が、それぞれ８ビットで量子化され
ることになる。
【００１８】
同様に、ＡＤＣ１４ａは、入力されたアナログ音声信号を、例えばサンプリング周波数４
８ｋＨｚ、量子化ビット数１６ビットでデジタル化する。
【００１９】
また、ＡＤＣ１４ａにデジタル画像信号やデジタル音声信号が入力されているときは、Ａ
ＤＣ１４ａは、そのデジタル画像信号やデジタル音声信号をスルーパスさせる。
【００２０】
なお、これらのデジタル画像信号やデジタル音声信号に対して、内容を改変することなく
、ジッタ低減処理やサンプリングレートの変更処理等を行なうことは許可されている。
【００２１】
ＡＤＣ１４ａから出力されたデジタル画像信号は、エンコーダ群１４ｂのＶエンコーダを
介してフォーマッタ１４ｃに送られる。また、ＡＤＣ１４ｃから出力されたデジタル音声
信号は、エンコーダ群１４ｂのＡエンコーダを介してフォーマッタ１４ｃに送られる。
【００２２】
Ｖエンコーダは、入力されたデジタル画像信号を、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕ
ｒｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）２またはＭＰＥＧ１規
格に基づいて、可変ビットレートで圧縮されたデジタル画像信号に変換する機能を持って
いる。
【００２３】
また、Ａエンコーダは、入力されたデジタル音声信号を、ＭＰＥＧまたはＡＣ（Ａｕｄｉ
ｏ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）－３規格に基づいて、固定ビットレートで圧縮されたデジ
タル音声信号またはリニアＰＣＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｃｏｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）のデ
ジタル音声信号に変換する機能を持っている。
【００２４】
なお、Ａ／Ｖ入力部１７から副映像（ＳＰ）信号が入力された場合（例えば副映像信号の
独立出力端子付きＤＶＤビデオプレーヤからの信号）、あるいは、このようなデータ構成
のＤＶＤビデオ信号が放送され、それがＴＶチューナ１８で受信された場合には、ＤＶＤ
ビデオ信号中の副映像信号が、エンコーダ群１４ｂのＳＰエンコーダに入力される。この
ＳＰエンコーダに入力された副映像信号は、所定の信号形態にアレンジされて、フォーマ
ッタ１４ｃに送られる。
【００２５】
フォーマッタ１４ｃは、バッファメモリ１４ｄをワークエリアとして使用しながら、入力
されたデジタル画像信号、デジタル音声信号及び副映像信号等に対して、それぞれ、記録
に適したフォーマットとなるように所定の信号処理を施し、データプロセッサ１９に出力
している。
【００２６】
そして、このようにエンコーダ部１４でエンコードされた情報や、作成された管理情報は
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、データプロセッサ１９及びディスクドライブ１２を介して、光ディスク１１に記録する
ことができる。
【００２７】
ここで、この画像記録再生装置は、上記のようにしてエンコーダ部１４でエンコードされ
た情報や、作成された管理情報を、データプロセッサ１９を介してＨＤＤ部１３に供給し
、そのハードディスクに記録することもできる。
【００２８】
また、ハードディスクに記録された情報をＨＤＤ部１３で読み出し、データプロセッサ１
９及びディスクドライブ１２を介して、光ディスク１１に記録することもできる。
【００２９】
この場合、ハードディスクに記録されている情報のフォーマットが、光ディスク１１のデ
ータフォーマットと同じである場合には、ハードディスクから読み取った情報をそのまま
光ディスク１１に記録する。
【００３０】
また、ハードディスクに記録されている情報のフォーマットが、光ディスク１１のデータ
フォーマットと異なる場合には、ハードディスクから読み取った情報をエンコーダ部１４
に供給して、光ディスク１１のデータフォーマットに適応するようにエンコード処理した
後、光ディスク１１に記録する。
【００３１】
次に、この画像記録再生装置は、光ディスク１１に対して、情報の書き込み及び読み取り
（記録及び再生）を実行する部分として、光学系や駆動系を有するディスクドライブ１２
と、データプロセッサ１９と、一時記憶部２０と、ＳＴＣ（Ｓｙｓｙｅｍ　Ｔｉｍｅ　Ｃ
ｏｕｎｔｅｒまたはＳｙｅｔｅｍ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ）２１とを備えている。
【００３２】
このうち、一時記憶部２０は、エンコーダ部１４から出力され、データプロセッサ１９及
びディスクドライブ１２を介して光ディスク１１に書き込まれるデータのうちの一定量を
バッファリングしたり、ディスクドライブ１２によって光ディスク１１から読み取られ、
データプロセッサ１９を介してデコーダ部１５に入力されるデータのうちの一定量をバッ
ファリングするために利用される。
【００３３】
また、データプロセッサ１９は、マイクロコンピュータブロック１６の制御に基づいて、
エンコーダ部１４から出力された記録用のデータをディスクドライブ１２に供給したり、
ディスクドライブ１２が光ディスク１１から読み取ったデータを取り込んだり、光ディス
ク１１に記録された管理情報を書き替えたり、光ディスク１１に記録されたデータの削除
を行なったりしている。
【００３４】
ここで、マイクロコンピュータブロック１６は、ＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ）［またはＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
］と、制御プログラムが書き込まれたＲＯＭと、プログラム実行に必要なワークエリアを
提供するためのＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）とを含んでいる。
【００３５】
そして、マイクロコンピュータブロック１６のＭＰＵは、操作パネル又はリモコン等のキ
ー入力部２２からの操作情報を受け、そのＲＯＭに格納された制御プログラムに基づいて
、ＲＡＭをワークエリアとして用いることにより、装置全体の動作を統括的に制御してい
る。
【００３６】
なお、このマイクロコンピュータブロック１６が実行する動作のうち、この発明の特徴部
分に関係する制御としては、録画予約設定やジャスト録画設定等がある。そして、ジャス
ト録画設定では、記録データの圧縮符号化レートの設定や、光ディスク１１やハードディ
スクの残り記録容量の検出等を含んでいる。
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【００３７】
また、このマイクロコンピュータブロック１６の実行結果のうち、ユーザに通知すべき内
容は、表示部２３に表示されるか、または、図示しないモニタディスプレイにＯＳＤ（Ｏ
ｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）表示される。
【００３８】
なお、マイクロコンピュータブロック１６が、ディスクドライブ１２、データプロセッサ
１９、エンコーダ部１４及びデコーダ部１５等を制御するタイミングは、前記ＳＴＣ２１
からの時間データに基づいて決定される。
【００３９】
ここで、デコーダ部１５は、ディスクドライブ１２によって光ディスク１１から読み取ら
れ、データプロセッサ１９を介して入力されたデータから、主映像データ、副映像データ
及び音声データを分離する分離部１５ａと、この分離部１５ａにおける分離処理やその他
の信号処理実行時に使用されるメモリ１５ｂと、分離部１５ａで分離された主映像データ
をデコードするＶデコーダ，分離部１５ａで分離された副映像データをデコードするＳＰ
デコーダ及び分離部１５ａで分離された音声データをデコードするＡデコーダよりなるデ
コーダ群１５ｃと、ｖデコーダから得られる主映像データにＳＰデコーダから得られる副
映像データを適宜合成し、主映像に副映像を重ねて表示させるためのビデオプロセッサ１
５ｄとを備えている。
【００４０】
ビデオプロセッサ１５ｄの出力は、ビデオミクサ２４に入力される。このビデオミクサ２
４では、テキストデータの合成が行なわれる。また、ビデオミクサ２４には、上記Ａ／Ｖ
入力部１７やＴＶチューナ１８からの信号を直接取り込むラインも接続されている。ビデ
オミクサ２４には、バッファとして用いるフレームメモリ２５が接続されている。
【００４１】
そして、ビデオミクサ２４の出力がデジタル出力の場合には、Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒ／Ｆａ
ｃｅ）２６を介して外部に出力され、アナログ出力の場合には、ＤＡＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ
　ｔｏ　Ａｎａｌｏｇ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）２７を介して外部に出力される。
【００４２】
また、上記Ａデコーダの出力がデジタル出力の場合には、Ｉ／Ｆ２８を介して外部に出力
され、アナログ出力の場合には、セレクタ２９を介してＤＡＣ３０でアナログ変換されて
、外部に出力される。
【００４３】
このセレクタ２９は、マイクロコンピュータブロック１６からのセレクト信号により、Ａ
／Ｖ入力部１７やＴＶチューナ１８からの出力信号を直接モニタするとき、ＡＤＣ１４ａ
からの出力を選択することが可能である。
【００４４】
［画像記録再生装置の特徴］
本発明に係る画像記録再生装置の構造は上述したとおりであるが、次にこのような構造の
画像記録再生装置において、本発明が提案する実情に即したコマーシャル等のスキップ機
能を以下にフローチャートを用いて詳細に説明する。図２は本発明に係る画像記録再生装
置のスキップ機能のスキップ時間を決定する手順を示すフローチャートである。
【００４５】
ＤＶＤの画像記録再生装置の従来のコマーシャル（以下ＣＭとする）スキップとは、録画
したＴＶ番組のＣＭをとばして再生するための機能であり、たとえば、リモコン等２２の
ＣＭスキップキーを１回押すと３０秒先へスキップした上で再生を行うものである。更に
ＣＭスキップキーを２回押すと、１分先へスキップして再生を行う。以下、連続して押し
た回数に比例して再生映像のスキップ先が決められるものである。
【００４６】
しかし、１回目はユーザが映像を視聴中にＣＭに入ったことを認知してからＣＭスキップ
キーを押すため、どうしてもリモコンを手に取り上げる時間も含めてキー押下の遅れが発

10

20

30

40

50

(7) JP 3607598 B2 2005.1.5



生してしまう。従って、１分間のＣＭがある箇所で２回のキー押下を行うと、スキップ先
での再生が始まる時点が、ＣＭが終了して本編が再開されて数秒経過したところとなって
しまう。よって、ＣＭ明けの本編の一部を見逃してしまうという不具合がしばしば発生し
ている。本発明はこの不具合に精緻に対応するスキップ機能であり、上述したマイクロコ
ンピュータブロック１６にスキップ量制御部を設けて、このユーザの操作の遅れ時間を補
正して、本編の一部を見逃す場合を回避するものである。
【００４７】
本発明に係る画像記録再生装置は、上述したような構造において、内部に設けられたＴＶ
チューナ１６やＡ／Ｖ入力部１７からの映像信号を取り込み、装着されたＤＶＤ等の光デ
ィスク１１に対して、記録を行うものである。更に、この記録処理は、内蔵されたＨＤＤ
部１３に対しても行われるものである。
【００４８】
それと同様に、ＤＶＤ等の光ディスク１１とＨＤＤ部１３とに対して、格納されている画
像情報なり映像情報を、操作パネル又はリモコン等のキー入力部２２の操作信号に応じて
マイクロコンピュータブロックの制御下において、再生処理を行うものである。スキップ
動作は、主にこの再生処理中に指示が与えられるものであり、図２のフローチャートに応
じてその手順を説明する。
【００４９】
映像情報が再生中であると、操作パネル又はリモコン等のキー入力部２２上のスキップキ
ーが押下されたかどうかが監視されることになる（Ｓ１１）。押下があると、これが先の
スキップキーの押下に連続されて成されたものか、すなわち例えば先の押下から３秒以内
になされたものかどうかの判断がなされる（Ｓ１２）。ＣＭは、一般に１５秒単位とか３
０秒単位で設けられるので、３０秒のＣＭならステップキー押下一回でスキップ、６０秒
なら連続（正確にはここでは３秒以上を経過せずに次を押す）して２回、９０秒なら連続
して３回押すことで、ＣＭをスキップすることができる。
【００５０】
このステップキーの押下が最初のものであれば、ＣＭの時間から、ユーザが映像を視聴中
にＣＭが始まったことを認識してリモコン等２２を取り上げて実際にステップキーを押下
するまでの遅れ時間を除いたときの時間、一例としてＣＭ時間の３０秒から遅れ時間の３
秒を引いた２７秒のスキップ時間がここでは与えられており、再生処理は中断され２７秒
分のスキップが行われる（Ｓ１３）。このように、遅れ時間が考慮されたスキップ処理が
行われることにより、従来装置にありがちであった、ユーザの操作がワンテンポ遅れるこ
とにより、スキップ先がＣＭ明けから小時間経過した時点になってしまい、本編の一部を
見逃してしまう等の不具合を回避することが可能になる。
【００５１】
更に、ステップＳ１２の判断で、このスキップキーの押下が先の押下の３秒以内のもので
あるとすれば、３０秒以上の長いＣＭ時間をスキップするべく連続して何度かを押下され
たものと考えられる。原則的には、２回目以降のスキップキーの押下に対するスキップ時
間は、１回目のように操作の遅延時間を考慮する必要はないので、ＣＭの単位時間と思わ
れる例えば３０秒をスキップ時間とすればよい。
【００５２】
しかしながら、２回目のスキップ処理の際に、既に前回のスキップ処理が完了してしまっ
て再生が始まってしまっている場合がある。こういう場合は、ユーザがこの再生の視聴に
より操作タイミングが幾分遅れる可能性があり、その分だけスキップ先のタイミングが後
にずれることで、本編の一部を見逃す危険がここにも発生してくる。
【００５３】
従ってステップＳ１４にて、前回のスキップ処理後の再生が始まっていないかどうかを確
認し、始まっていなければ、何の遅延も考慮していないＣＭ時間だけの３０秒のスキップ
処理を行うものである（Ｓ１５）。しかしながら、前回のスキップ処理後の再生が始まっ
ている場合は、この再生による遅れを補償するべく例えばずれ時間の１秒を引いた２９秒
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のスキップ処理を行う（Ｓ１６）。
【００５４】
このように、いくつかの場合に分けて状況に応じた最適なスキップ時間によるスキップ処
理を、スキップキーの押下に応じて繰り返すものである。しかし、画像の再生処理が中断
したり停止したりした場合は、スキップ処理のサブルーチンもそこで終了することになる
（Ｓ１７）。
【００５５】
このときのスキップ時間について、より具体的に以下に説明する。すなわち、ユーザがリ
モコン等２２のスキップキーにて、ＣＭスキップを１回押すと、ＣＭスキップされる時間
がある一定時間２８秒に設定される。さらに、このスキップキーを２回押すと、スキップ
時間が１回押した場合と違った増分３０秒を加算した５８秒に設定される。３回目以降で
は１回押した場合と違った増分３０秒ずつ加算した時間がスキップ時間として設定される
。
【００５６】
すなわち、
１回ＣＭスキップキーを押した場合は２８秒、
２回ＣＭスキップキーを連続押しした場合は２８＋３０＝５８で一括して５８秒、
３回ＣＭスキップキーを連続押しした場合は２８＋３０＋３０で一括して８８秒でスキッ
プが行われ、以下同様の計算によりマイクロコンピュータブロック１６のスキップ量制御
部によりスキップ時間が求められる。３秒以内の連続押しがない時点で、カウントはリセ
ットされたことになり、それ以降の押下は１回目のものとして扱われることになる。
【００５７】
従ってこのようなスキップ処理において、たとえば００：００：００を基準点（最初のキ
ー押下点）とすると、
１）１回目のスキップキーの押下で（３秒待つことなく）すぐに００：００：２８へのス
キップ処理を開始する。
【００５８】
２）もし１回目の押下から３秒以内に再度スキップキーが押下されると
２－１）その時点でまだ絵が出ていなければ、あらためて００：００：５８へのスキップ
動作を開始する。
【００５９】
２－２）その時点でもう絵が出ていたら、００：００：５７へのアクセス動作を開始する
。ここで２－２）が２－１）より１秒少ないのは、ステップＳ１５で説明したように、そ
れを見ていたためにユーザの反応が少し遅れる可能性が高いという意味である。もちろん
１秒減らさない方法も可能である。
【００６０】
以上、本発明に係るスキップ処理の一例を説明したが、これに関して様々な変形例が考え
られ、以下にそれを説明する。例えば、上記の実施形態では、スキップ処理の単位時間を
３０秒として説明したが、一般には、ＣＭは一本当たり１５秒またはその倍数であること
が多い。従って、スキップも１５秒単位で行うことも好適となる。従って、１回目の押下
についてのスキップは、２回目の押下のスキップで１５秒のところ、１２秒等のスキップ
が考えられる。
【００６１】
又、上記の例では押下１回目のスキップ量は、２７秒としていたが、この時間は２５秒か
ら２９秒までの幅が考えられる。更にこのスキップ量を、ユーザがリモコン２２を利用し
て自由に設定することが可能である。この場合の設定は、１回目のスキップ量に加えて、
２回目以降のスキップ量や、連続して入力しているときにスキップが完了した場合のスキ
ップ量（ステップＳ１６でのスキップ量）をも自由にユーザがリモコンを通じて設定する
ことも可能である。
【００６２】
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又、それぞれのスキップ量は、外部からの情報等をもとにして、スキップ時間の設定を自
動的に行うことも好適である。例えば、番組情報等を元に自動的にスキップ時間を設定す
る場合である。
【００６３】
更に、スキップ処理中の表示画面を、スキップ直前の画面を静止してこれをホールドする
ホールド画面とすることにより、本編以外のＣＭ画面の情報を排除する方法が可能である
。更にスキップ処理中の表示画面は、ブルーバック等の画面とすることでも同等の作用効
果を得ることが可能となる。
【００６４】
最後に上記実施形態においては、ＣＭのスキップ機能を例に挙げて説明したが、本発明は
ＣＭのスキップだけに限るものではなく、単なるスキップ処理に適応しても同等の作用効
果を有することは言うまでもない。
【００６５】
【発明の効果】
以上詳述したようにこの発明によれば、ユーザがＣＭに入ったことを認知してから実際に
リモコン等のスキップキーを押す際の遅れ時間が発生しても、ＣＭ後の本編の冒頭部分を
見逃してしまう可能性が非常に低いスキップ機能を有する画像記録再生装置を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る画像記録再生装置の一実施の形態を説明するために示すブロック構
成図。
【図２】本発明に係る画像記録再生装置のスキップ機能のスキップ時間を決定する手順を
示すフローチャート。
【符号の説明】
１１…光ディスク、
１２…ディスクドライブ、
１３…ＨＤＤ部、
１４…エンコーダ部、
１５…デコーダ部、
１６…スキップ量制御部をもつマイクロコンピュータブロック、
１７…Ａ／Ｖ入力部、
１８…ＴＶチューナ、
１９…データプロセッサ、
２０…一時記憶部、
２１…ＳＴＣ、
２２…操作パネル又はリモコン等のキー入力部、
２３…表示部、
２４…ビデオミクサ、
２５…フレームメモリ、
２６…Ｉ／Ｆ、
２７…ＤＡＣ、
２８…Ｉ／Ｆ、
２９…セレクタ、
３０…ＤＡＣ。
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